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当社元取締役による金融商品取引法違反（内部者取引）に係る 

再発防止委員会報告書について 

 

 

平成 22年７月９日付「証券取引等監視委員会による当社元取締役に対する課徴金納付命令の

勧告について」でお知らせしました通り、社外監査役（弁護士）を委員長とする再発防止委員

会において、原因の究明と再発防止に向けた具体策の検討を行ってまいりました。この度、検

討結果が再発防止委員会報告書として取りまとめられ、当社取締役会に対し提出されましたの

で、その全文を公表いたします。 

当社は、この報告書において提言されている内容に沿い、再発防止策を講じてまいる所存 

です。 

 

以上 
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                  報告書 
 
 株式会社インターアクション 
     取締役会 御中                 平成 23 年５月９日 
                               再発防止委員会 
 

１．委員会設置と目的 
本委員会は、平成 22 年 7 月 9 日、証券取引等監視委員会から、株式会社インター

アクション（以下、「当社」という）の元取締役（以下、「元取締役」という）に対

し、金融商品取引法違反の事実が認められたとの発表を受け、原因究明と必要な再

発防止の対策を取りまとめることを目的として、当社代表取締役社長 木地英雄の

要請に基づき設置された。 
本委員会は当社社外監査役（弁護士）大橋俊二を委員長に、四名の委員で構成さ

れている。 
証券取引等監視委員会は、平成 22 年 7 月 9 日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対

して金融庁設置法第 20 条第 1 項の規程に基づき、元取締役に対して課徴金納付命

令を発出するよう勧告を行った。 
当勧告の記載によれば、元取締役は平成 21 年 5 月期の連結業績予想を下方修正す

る事実をその職務に関して知り、この事実が公表された平成 21 年 7 月 10 日より前

の同年 5 月 27 日から同年 7 月 6 日までの間に、当社株式合計 240 株を自己の計算

において、総額 912 万 2850 円で売りつけたものである。 
元取締役が納付を命じられている課徴金の額は 345 万円である。 
本件は、事実であれば、インサイダー取引に関する規制の趣旨及び内容を熟知し、

取締役という地位を利用し、元取締役個人が自身の利益を得ることを目的とした行

為であり、その責任は重く、社会に与える影響も極めて大きいものである。 
そこで、本委員会は元取締役によるインサイダー取引が発生した原因を究明する

ことを主眼に、かつ再発防止に向けた、当社の内部統制システムの向上に資するた

めの提言を行うため、調査を行った。 
本委員会の開催日は次のとうりである。 
① 平成 22 年 7 月 9 日    再発防止委員会設置 
② 平成 22 年 7 月 15 日   第一回再発防止委員会開催 
③ 平成 22 年 7 月 23 日   第二回再発防止委員会開催 
④ 平成 22 年 8 月 6 日   第三回再発防止委員会開催 
⑤ 平成 22 年 9 月 28 日   第四回再発防止委員会開催 
⑥ 平成 23 年 2 月 28 日   第五回再発防止委員会開催 
⑦ 平成 23 年 3 月 28 日   第六回再発防止委員会開催 



 

２．事実関係及び調査実施結果 
(1）事件の端緒 

        平成 22 年 5 月 17 日、証券取引等監視委員会の調査官が当社を来訪し、金

融商品取引法第 177 条に基づく調査が始まり、この調査の過程で、当社役   

員がインサイダー取引に関与していた疑いがあることが認められ、当社   

としては全面的に調査に協力してきた。 
  その結果、当社役員であった者による内部者取引について金融商品取引法

違反の事実が判明。 
当社役員であった者とは当社調査の結果、平成 21 年 8 月開催の当社定時   

株主総会終結の時をもって既に退任している当社元取締役であると判っ   

た。そして平成 22 年 7 月 9 日、インサイダー取引を手がけていたとして   

下記の勧告が証券取引等監視委員会よりなされた。           
  記 

       株式会社インターアクション元取締役による内部者取引に対する課徴金納    

付命令の勧告について 
 
       「勧告内容」 
         証券取引等監視委員会は株式会社インターアクション元取締役による         

内部者取引について検査した結果、法令違反の事実が認められたので   
         本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して金融庁設置法第 20 条第 1         

項の規程に基づき課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 
 

 
(2) 本委員会の調査の開始 

上記勧告を受けて、平成 22 年 7 月 9 日、本委員会を設置し、前述のとおり、

本委員会は調査を開始した。元取締役に対しても、同年 9 月 28 日、直接事情聴

取を求めたが、金融庁による審判手続き中であったため、事情聴取は審判手続

き終了後ということになった。 
(3) 審判 

      上記勧告を受けて金融庁の審判が開始された結果、平成 23 年１月 2６日、   

元取締役に対して、下記のとおり課徴金の納付を命ずる旨の決定がなされた。 
記 

① 納付すべき課徴金の額  金３４５万円 
② 納付期限 平成 23 年 3 月 28 日 
③ 課徴金に係る金曜商品取引法第 178 条第 1 項 16 号に掲げる事実 



被審人は、その発行する株式が東京証券取引所マザーズ市場に上場されて

いる(株)インターアクション（以下「インターアクション」という。）の取

締役であったものであるが、同人は、平成 21 年 5 月 25 日、その職務に関

し、同社の属する企業集団の平成 20 年 6 月 1 日から平成 21 年 5 月 31 日ま

での会計期間の売上高、経常損失及び当期純損失(以下「売上高等」という。)
について、平成 21 年 1 月 9 日に公表がされた、売上高 802 百万円、経常損

失 389 百万円、当期純損失 256 百万円との直近の予想値に比較して、同社

が新たに算出した売上高等の予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影

響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた事実

を知り、法定の除外事由がないのに、新たに算出した予想値が売上高 702
百万円、経常損失 652 百万円、当期純損失 1028 百万円として公表がされた

同年 7 月 10 日より前の同年 5 月 27 日から同年 7 月 6 日までの間、自己の

計算において、インターアクションの株式合計 240 株を売付価額 912 万

2850 円で売り付けたものである。 
(4) 本委員会による事情聴取 
 本委員会は、上記決定を受けて、平成 23 年 2 月 28 日、元取締役に対して事

情聴取を実施した。 
元取締役は前記決定の認定する事実関係については認めた上で、以下のとおり、

釈明をした。 
当時、元取締役は某証券会社に、当社の株式を担保に借入金をしており、その

返済に窮し平成 21 年 3 月頃から、証券会社に対して事前に包括的な処分を認め

る旨の合意をし、証券会社はその合意をもとに株式を売却していたのであり、

今回の株式売却もその一連の流れで行われたため、インサイダー取引との認識

が無かったということであった。 
確かに、元取締役の釈明する事実関係は認められうるにしても、それは適法な

担保権の実行とは異なるのであるから、当社内部者取引管理規程（平成 16 年 8
月 26 日制定）を遵守しなかったことは明白である。 

  
   ３．調査の分析と評価 

(1) 社内規則 
         当社のコンプライアンス全般に係る社内規則は、コンプライアンス規程（平成

20 年 5 月 23 日制定）、コンプライアンス行動基準（平成 21 年 1 月 14 日制定）、

コンプライアンス研修冊子（平成 22 年 4 月 22 日作成）がコンプライアンス委

員会の活動を通じて整備されている。その個々の規定の内容及び規程の相互関

係を含む全体的な体系については、一般的な企業活動において想定され得るリ

スク全般に一通り対応してルール化されているものと考えられ、概ね満足       



する水準が保たれているものと評価することが出来る。 
  (2) 本事件の態様 

本事件は、元取締役が、上記社内規程の存在を承知しつつも、インサイダー

取引にかかる株取引の事実を社内規程に反して会社に一切報告しないで、実行

されたものである。 
したがって、本事件は元取締役の規範を軽視する個性に由来するものであり、

社内規程の有効性、実効性はある程度満足する水準であったとしても、これら

は直接的には事件発生の抑止力とはなり得ない性格のものであったということ

が出来る。 
そこで、本事件発生を契機として、インサイダー取引に止まらずあらゆる面

でのコンプライアンス体質の強化を目指すには、従来、比較的重視されていた、

規程・仕組み等のハードの整備だけに傾注するのではなく、そのルールの対象

となる役員、従業員の意識付けとそのための会社の施策作りに、目を向けて取

り組むべきと考える。 
組織の構成員一人一人が自らコンプライアンスの重要性を常に意識し続け、

積極的に自らの行動に反映させていく姿勢を持つことが必要であり、これを個

人の努力だけに任せるのでなく、会社として取り組むべき適切な施策を打ち出

し、広く教育機会を提供していく努力が大事である。 
ただ、元取締役の釈明にあったように、担保権実行による売却と混同するこ

とにより、会社への届出報告が怠られることのないよう、社内規程の改正及び

役員・従業員への周知が必要と思われる。 
    (3) 元取締役の刑事、民事責任追及の可否について 

        元取締役に対するインサイダー取引自体の責任追及については、課徴金処分が

なされているが、取締役在任中の事件であるため、刑法・会社法等の他の法令

違反の有無も検討したが、現時点では刑事告発をするに足る事実を見出せなか

った。一方、民事上の責任追及に関しては、会社に生じた損害を精査した上で、

検討すべきと考える。 
        
  ４．再発防止に向けた施策の提言 
    本委員会は、本事件を個人の倫理観の問題に帰結させるのではなく、会社として

再発を防止するためには何をすべきかを考え検討した。 
一部において規定やルールの周知徹底の不足が見受けられたが、当社のインサイ

ダー取引防止を含めたコンプライアンス関係のルールは整備されており、実効性の

面でも概ね評価できるものであった。 
しかし、仕組みが構築されていても、コンプライアンスの意識に欠けた悪意を持

った個人が故意にルールを破った行為を行えば、個人はもとより会社の信用が失墜



される。本委員会は二度とこのような事件を繰り返さないために、以下の項目につ

いて提言するものである。 
(1) 社内規程及び運用ルールの見直し・改善 
 ① 役員に対する懲罰規程の制定 

 従来、当社には役員に対する明確な懲罰の規定は設けておらず、非違行為

に及んだ役員に対しては会社法にもとづく解任の手続きのみが有効な手段で

あった。今回の事件を契機に、役員に対する懲罰規程を制定し、私的な非違

行為に関しても会社が懲罰を科すことが出来る根拠規定を設けることによっ

て、会社の信用を失墜する行為を抑止することが必要と考え、懲罰規定を制

定すべきと考える。 
② 就業規則 53 条（懲戒解雇）に以下の条項を追加すべきと考える。 

「職責上知り得た会社の機密情報及び、会社の重要事実に属する内部情報

並びにインサイダー取引等に関与した事実が認められたとき」 
③ 内部者取引規程とその運用の見直し強化 
イ．役員の自社株取引の結果報告制度の導入 

役員に対し、自社株取引の結果報告制度を導入し、報告の方法は経営管理

部担当役員に、各四半期の終了後、当該四半期中に自社株の取引を行った場

合には、速やかに所定様式により報告するものとする。 
ロ．内部者取引管理規程第 11 条（取引の届出）            

本事件のように担保権の実行の場合と混同して、会社への届出や報告がな

されない危険を回避するため、役職員等が会社の有価証券等の取引を行う場

合は、取引を限定することなく全ての取引につき事前の届けを必要とし、取

引の定義に、質権・担保に供する場合を含むことを明確にした上、担保が実

行された場合には事後の報告を義務付ける。 
ハ．機密厳守の確認書の提出 

従来、当社には導入されていなかったが、重要機密である特別案件の情報

に接した関係者から個別に、機密を厳守する旨の確認書を提出させるものと

する。 
④ 内部通報制度の周知徹底 

       現在、当社に導入されている内部通報制度について、全従業員に対して制

度の周知徹底を行い、とりわけ役員の行動に関する通報についても、通報者

の匿名性を確保し、通報者が不利益な取り扱いを受けないように万全の体制

を敷いていることを明確にする。 
 

(2) コンプライアンス意識の向上とインサイダー取引防止の為の役職員の講習会、

研修会の実施。 



東京証券取引所自主規制法人の社内研修への講師派遣を依頼し、以下のとおり

実施した。 
     ① 役員に対する講習会の実施 

役員としてのコンプライアンスの徹底とインサイダー取引防止のため、外部

講師を招き全役員向けに講演会を実施。講演内容は、事例を挙げて、役員と

しての基本的な倫理観、準拠すべき法令等。 
今後、一定の期間を持って開催することを望む。 

② 従業員に対する研修の実施 
 従業員としてのコンプライアンスの徹底とインサイダー取引防止のため、

外部講師を招き全従業員向けに研修会を実施。講演内容は、コンプライアン

スとは何かを一から説明、具体的な事例を挙げ、準拠すべき法令等について。 
今後、社員の入社時も含め、定期的に実施することを提案。 

 
   ５．経営責任について 

 本事件は在任中の取締役の引き起こした金融商品取引法違反事件であり、あく

まで元取締役の個性に由来する事件である。 
しかし当社からも常勤取締役が在任中のインサイダー取引で、課徴金処分を受

けるという事態を会社として重く受け止める旨の申し出があったので、本委員会

において経営責任のあり方について検討した。 
各取締役の元取締役に対する監督責任が問題となるところであるが、監督責任

を尽くしても元取締役の株取引の実態を把握することが可能であったかは疑問で

ある。 
したがって、各取締役の経営責任について法的には問題とならないと思われる

が、道義的責任については、当該経営陣が自発的に判断すべきものであり、本委

員会がその経営責任の内容を提言する必要まではないと考える。 
 

６．報告のまとめ 
     本事件は、元取締役が、その在任中に職務上知りえた情報に基づいて、インサ

イダー取引を行ったという事件であり、経営陣も大きな衝撃を受けたことと想像

する。本事件を受けて（株）インターアクションは事件を客観的に調査し、提案

する役割を持つ再発防止委員会を設置した。これは本事件を真摯に受け止め、二

度とこのような事件を引き起こさないという強い意思の表れであると評価したい。 
再発防止委員会は、会社側の全面的な協力の下、元取締役への事情聴取を含む

事実の解明を行い、本報告書にあるとおり、「元取締役への責任追及の可否」、「再

発防止に向けた施策の提言」及び「経営責任の考え方」について提言をまとめた。 
現在、当社は業界不況による業績の悪化から抜け出そうと全社を上げて構造改



革を推し進めている状況にあるが、本事件で受けた衝撃をバネとして、現状のコ

ンプライアンスの仕組みの更なる強化に努め、一日も早く社会からの信頼を回復

させることを期待したい。 
                                             

                                 以上 
    

 
 


